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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】フレッシュ感およびミルク感を向上させた、ナ
チュラルチーズおよびその製造方法の提供。
【解決手段】チーズカードからチーズを製造する方法で
あって、混練することなく、チーズカードをジュール加
熱またはマイクロウエーブ加熱を用いて内部加熱により
均一に加熱することを含む方法、該方法で製造されたチ
ーズ、並びに、該チーズを用いて製造されたチーズ製品
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チーズカードからチーズを製造する方法であって、チーズカードを内部加熱により混練
することなく均一に加熱することを含む、前記方法。
【請求項２】
　内部加熱が、ジュール加熱またはマイクロウエーブ加熱である、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　ジュール加熱またはマイクロウエーブ加熱が、チーズカードが移動されながらなされる
、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　チーズカードが、ホエイとともに加熱される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項５】
　内部加熱により均一に加熱した後のチーズカードの６０℃での硬度が、１００ｇｆ／ｃ
ｍ２～１０００ｇｆ／ｃｍ２である、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　内部加熱により均一に加熱した後のチーズカードを、混練しないか、または混練して硬
度を調整することを含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の方法で製造された、チーズ。
【請求項８】
　６０℃での硬度が、１００ｇｆ／ｃｍ２～３０００ｇｆ／ｃｍ２である、請求項７に記
載のチーズ。
【請求項９】
　１０℃での硬度が、４００ｇｆ／ｃｍ２～８６００ｇｆ／ｃｍ２である、請求項７に記
載のチーズ。
【請求項１０】
　１０℃での硬度が、４００ｇｆ／ｃｍ２～１２００ｇｆ／ｃｍ２である、パスタフィラ
ータチーズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部加熱を用いたチーズ、とくにパスタフィラータチーズなどのナチュラル
チーズの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　日本の市場において、ナチュラルチーズが定着しつつある。ナチュラルチーズには、熟
成の程度により、乳成分の熟成の風味を楽しめる、いわゆる熟成型ナチュラルチーズ、お
よび新鮮な乳風味を味わえる、いわゆる非熟成型ナチュラルチーズに分類することができ
る。また、ナチュラルチーズには、その硬さから、特別硬質ナチュラルチーズ、硬質ナチ
ュラルチーズ、半硬質ナチュラルチーズ、軟質ナチュラルチーズに分類することができる
。このように、ナチュラルチーズには、熟成の程度（有無）や物性（食感）の違いなどに
より、多くの種類が存在する。
【０００３】
　ナチュラルチーズのうち、パスタフィラータチーズでは、チーズカードを７０～８０℃
の温水に浸けて可塑化させるが、その際にストレッチ性を持たせ成型させている。熱水の
温度によって、チーズカードが過加熱にならないように、ある程度の練る操作（混練）が
必要となる。具体的には、モッツァレラチーズなどにおいて、温水を使用して、チーズカ
ードを加熱しながら混練し、延伸機などを使用して、チーズカードを捏ね上げる方法が知
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られている（特許文献１、非特許文献１）。また、加熱手段として、温水ではなく、水蒸
気を使用して、チーズカードを加熱しながら混練する方法も知られている（特許文献２お
よび３）。
【０００４】
　さらに特許文献４では、家庭でモッツァレラチーズを手作りする方法において、やけど
を防止するために湯中でチーズカードを混練することに代えて、チーズカードを電子レン
ジで加熱し、その後、チーズカードを練りまとめてモッツァレラチーズを生成することが
記載されている。しかし同文献では、カードに粘りが足りない場合、電子レンジでの加熱
ステップと練りまとめのステップを繰り返すとされており（特許文献４の段落［００２３
］）、加熱と混練の両ステップを完全に分け得るものではなかった。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２６７０９１号公報
【特許文献２】特開２００５－２６１４３４号公報
【特許文献３】特開２０１０－７５１３３号公報
【特許文献４】特開２０１５－３９３１３号公報
【０００６】
【非特許文献１】齋藤忠夫ら、「現代チーズ科学」１６３頁、食品資材研究会、２００８
年１０月１０日発行
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明者らは、ナチュラルチーズの製造方法について検討する中で、一般的なモッツァ
レラチーズの製造方法では、チーズカードを温水中や水蒸気中で加熱して混練することに
よりチーズカードに弾力性を付けることはできるものの、チーズカードに含まれるホエイ
タンパク質や乳糖などの乳成分が温水中や水蒸気中に流出してしまい、チーズのミルク感
が損なわれているという問題に着目した。
【０００８】
　ナチュラルチーズには、風味や食感の異なる様々な種類が存在するなかで、本発明の課
題は、弾力性（ストレッチ性）を有するモッツァレラなどを含むナチュラルチーズにおい
て、フレッシュ感やミルク感などの風味を一層向上させることにより、ナチュラルチーズ
（フレッシュチーズ）として、新規な商品価値をもたらす製品およびその製造方法を提供
することにある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、ジュール加熱などの内部加熱によりチーズカードを均一に加熱すること
で、チーズカードの温度をムラなく昇温させることができ、必ずしも混練を要しないこと
に着目し、その結果、加熱と混練とは必ずしも同時に行う必要がなく、必要に応じ分離し
た工程とすることができるとの知見を得た。かかる知見に基づき鋭意検討する中で、加熱
において乳成分の流出がなく、練りの程度を自由に調整できる全く新しいタイプのナチュ
ラルチーズを製造できることを見出し、さらに研究を続けた結果、本発明を完成させるに
至った。
【００１０】
　したがって、本発明は、以下に関する。
［１］　チーズカードからチーズを製造する方法であって、混練することなくチーズカー
ドを内部加熱により均一に加熱することを含む、前記方法。
［２］　内部加熱が、ジュール加熱またはマイクロウエーブ加熱である、前記［１］に記
載の方法。
［３］　ジュール加熱またはマイクロウエーブ加熱が、チーズカードが移動されながらな
される、前記［１］または［２］に記載の方法。
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［４］　チーズカードが、ホエイとともに加熱される、前記［１］～［３］のいずれか一
項に記載の方法。
［５］　内部加熱により均一に加熱した後のチーズカードの６０℃での硬度が、１００ｇ
ｆ／ｃｍ２～１０００ｇｆ／ｃｍ２である、前記［１］～［４］のいずれか一項に記載の
方法。
［６］　内部加熱により均一に加熱した後のチーズカードを、混練しないか、または混練
して硬度を調整することを含む、前記［１］～［５］のいずれか一項に記載の方法。
［７］　前記［１］～［６］のいずれか一項に記載の方法で製造された、チーズ。
［８］　６０℃での硬度が、１００ｇｆ／ｃｍ２～３０００ｇｆ／ｃｍ２である、前記［
７］に記載のチーズ。
［９］　１０℃での硬度が、４００ｇｆ／ｃｍ２～８６００ｇｆ／ｃｍ２である、前記［
７］に記載のチーズ。
［１０］　１０℃での硬度が、４００ｇｆ／ｃｍ２～１２００ｇｆ／ｃｍ２である、パス
タフィラータチーズ。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、チーズカードからチーズを製造する方法において、チーズカードを内部加熱
により均一に加熱することによって、加熱と混練を完全に分離することができる。したが
って、本発明は、例えば、温度ムラによって、チーズカードを混練する間に全体的に冷め
てしまい、混練のための再加熱を必要としない。また本発明は、加熱において乳成分を流
出させる原因となる温水や水蒸気を用いる必要がないことから、フレッシュ感およびミル
ク感が向上したナチュラルチーズなどのチーズを提供することができる。また、本発明に
おいては、混練作業を行わずとも昇温時にチーズカード内の温度分布が既に均一であるこ
とから、逆に混練による硬度調整は任意に行うことができるため、チーズカードの練りの
程度（硬度）を自由に調整することができる。例えば、従来の方法では実現し得なかった
、１０℃での硬度が４００ｇｆ／ｃｍ２～１２００ｇｆ／ｃｍ２程度の比較的柔らかなパ
スタフィラータチーズを調製することができ、これを混練することなく、あるいは、混練
して硬度を調整し、乳風味豊かで硬度を自在に調整したパスタフィラータチーズなどのチ
ーズを提供することができる。
　さらに本発明において、ホエイなどの乳成分の含まれている液状の食品（液状乳性食品
）とともにチーズカードを加熱すると、フレッシュ感およびミルク感がさらに高まり、味
わい豊かなナチュラルチーズを提供することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、チーズカードをホエイ中でジュール加熱した場合の温度変化を示すグラ
フである。
【図２】図２は、本発明の内部加熱に用いることができる連続式ジュール加熱装置の概要
図である。
【図３】図３は、連続式ジュール加熱装置における送液量を２４０Ｌ／ｈとした際のチー
ズカードのジュール加熱出口温度を示すグラフである。
【図４】図４は、高水分チーズ用チーズカードの混練時間と硬度の関係を示すグラフであ
る。
【図５】図５は、低水分チーズ用チーズカードの混練時間と硬度の関係を示すグラフであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、チーズカードからチーズを製造する方法であって、チーズカードを内部加熱
方式により加熱することを含む。本発明においては、混練することなくチーズカードを内
部加熱により均一に加熱する。
　本発明に係るチーズは、チーズカードを内部加熱により均一に加熱したものをいい、例
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えば、混練することなく、または混練することにより硬度を調整したもの、内部加熱した
チーズカードをそのままチーズ製品としたもの、および、成形などによって製品化したも
のも包含する。
【００１４】
　本発明においてナチュラルチーズとは、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和
２６年１２月２７日厚生省令第５２号）、および公正競争規約で定めるナチュラルチーズ
の規格のうちいずれかに該当するものである。また本発明におけるナチュラルチーズには
、本発明の方法で加熱したチーズカードを、混練して製品化したものや、そのまま混練す
ることなく製品化したものも包含する。
【００１５】
　本発明の方法に用いるチーズカードは、とくに限定されない。一般的には、例えば、原
料乳をレンネットなどの凝乳酵素などで凝固させ、乳酸菌やｐＨ調整剤（乳酸など）など
を添加して、ｐＨを所定値の４～７に調整してから、ホエイを排出して、チーズカードを
得る。
【００１６】
　本発明において、製造するナチュラルチーズの風味や食感などは、原料乳の成分を調整
することによって多様なものとすることができる。
　チーズカードの原料乳とは、未殺菌の生乳のことをいい、牛乳、羊乳、水牛乳、山羊乳
などの獣乳であればよく、必要に応じて、その組成を調整することができる。例えば、ク
リームセパレーターなどを用いて、未殺菌の生乳から脱脂乳およびクリームを分離し、こ
れら脱脂乳およびクリームを様々な混合比率で配合して、乳脂肪の含量を調整することが
できる。また、公知の分離膜などを用いて、ミネラル、ビタミン、乳糖、乳タンパク質、
乳脂肪などを分離し、これらの成分を所定の混合比率で配合して、これらの成分の含量を
調整することもできる。とくに、フレッシュ感およびミルク感を付与する場合には、これ
らの付与につながるよう、生乳のタンパク質、脂質、炭水化物、ビタミンおよびミネラル
からなる群から選択される１種または２種以上の濃度を所定の値に調整することもできる
。例えば、ミルク感を高めるためには、原料乳中の乳タンパク質、脂質（乳脂肪）、炭水
化物（乳糖）の濃度を高めることができる。また、フレッシュ感を高めるためには、原料
乳の濃度を調整する際に、加熱臭などを発生させないよう、冷蔵状態などで十分に冷却さ
れた状態で前記の方法などで調整すること、および／または凍結濃縮された乳原料を添加
して調整することなどができる。
【００１７】
　本発明において、原料乳の乳脂肪の含量は、とくに限定されず、必要に応じて調整する
ことができる。原料乳中の乳脂肪分の含量は、全固形分中の乳脂肪分の割合で表すことが
できる。例えば、全固形分中の乳脂肪分の割合が低ければ、いわゆる低脂肪タイプのナチ
ュラルチーズとなり、全固形分中の乳脂肪分の割合が高ければ、いわゆる高脂肪タイプの
ナチュラルチーズとなる。本発明の原料乳の全固形分中の乳脂肪分の割合は特に制限はな
いが、例えば、０～８０重量％、０～７０重量％、０．５～６５重量％、０．５～６０重
量％、１～５５重量％、２～５５重量％、５～５５重量％、１０～５５重量％、１５～５
５重量％、２０～５５重量％、２５～５５重量％、３０～５５重量％、３５～５５重量％
である。このとき、好ましくは、２０～５０重量％であり、さらに好ましくは、２５～４
５重量％であり、最も好ましくは、３０～４５重量％である。
【００１８】
　本発明において、原料乳を凝乳する方法では、公知の方法を使用することができる。例
えば、原料乳にレンネットなどの凝乳酵素を添加（配合）する方法、原料乳のｐＨを調整
してから加熱する方法などを使用することができる。
【００１９】
　本発明において、乳酸菌による発酵、および／または酸の添加により、原料乳を凝乳す
るｐＨを調整することができる。ここで、本発明の乳酸菌では、ナチュラルチーズで使用
することができる乳酸菌であればよく、その属および種は任意であり、例えば、ラクチス
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菌、クレモリス菌、ブルガリア菌、サーモフィラス菌などの公知の乳酸菌を挙げることが
できる。酸による添加の場合、乳酸、酢酸、クエン酸、リン酸などの、食品および／また
は食品添加物で使用している公知の酸を原料乳に直接添加することもできる。本発明にお
いて、凝乳されたチーズカードでは、例えば、ｐＨが４～７、ｐＨが４．２～６．８、ｐ
Ｈが４．４～６．７、ｐＨが４．６～６．４、ｐＨが４．８～６．２、ｐＨが５～６、ｐ
Ｈが５．０～５．６、ｐＨが５．２～５．８、ｐＨが５．４～５．６である。このとき、
好ましくは、ｐＨが４～７、より好ましくは、ｐＨが４．４～６．７、さらに好ましくは
、ｐＨが４．８～６．２、さらに好ましくは、ｐＨが５～６である。
【００２０】
　チーズカードおよびチーズの硬度は、レオテック社のレオメータＲＴＣ－３００２Ｄ－
Ｃなど、市販のレオメータを用いて測定することができる。
　チーズカードおよびチーズの硬度は、例えば、下記の測定条件（１）で測定することが
できる。
測定条件（１）：温度６０℃、縦３０ｍｍ×横４５ｍｍ×幅（厚み）１ｍｍの２つの直方
体を中心で重ね十字状に組み合わせた十字状プランジャー、テーブル上昇速度：３０ｃｍ
／分。
　また、チーズの硬度は、例えば、下記の測定条件（２）で測定することもできる。
測定条件（２）：温度１０℃、直径３ｍｍの丸棒型プランジャー、テーブル上昇速度：１
５ｃｍ／分。
【００２１】
　６０℃で測定したチーズカードの硬度（ホエイを排出し、内部加熱により均一に加熱し
た直後の硬度）は、１００ｇｆ／ｃｍ２～１０００ｇｆ／ｃｍ２程度である。チーズカー
ドの硬度は、例えば、原料乳のタンパク質量などの各成分の割合や、凝乳酵素の添加量、
カードメイキング時のカッティングサイズ、原料乳のｐＨおよびｐＨ変化速度、加熱昇温
時間などによって調整することができる。チーズカードから製造されたナチュラルチーズ
の硬度は、チーズカードの硬度により調整され得る。
【００２２】
　チーズカードから調製されるチーズの硬度は、混練することによって調整することがで
きる。混練の方法は、とくに限定されないが、大規模に品質の均一な製品を効率よく生産
できるとの観点からニーダーを用いた混練が好ましい。ニーダーの回転速度や時間を調整
することで、チーズの硬度を容易に調整することができる。
　調整されたチーズの硬度は、とくに限定されない。従来にない柔らかなパスタフィラー
タチーズとするためには、硬度は、６０℃で、１０００ｇｆ／ｃｍ２以下、好ましくは１
００ｇｆ／ｃｍ２～１０００ｇｆ／ｃｍ２、とくに好ましくは３００ｇｆ／ｃｍ２～８０
０ｇｆ／ｃｍ２、さらに好ましくは５００ｇｆ／ｃｍ２～８００ｇｆ／ｃｍ２に調整する
。
【００２３】
　また、本発明で製造されるチーズの硬度は、１０℃で、例えば、４００ｇｆ／ｃｍ２～
８６００ｇｆ／ｃｍ２、好ましくは、５７０ｇｆ／ｃｍ２～５７２０ｇｆ／ｃｍ２、とく
に好ましくは、７００ｇｆ／ｃｍ２～５１５０ｇｆ／ｃｍ２に調整することができる。
　本発明のチーズを高水分のパスタフィラータチーズ（水分５０％以上）とする場合は、
１０℃での硬度は、例えば、４００ｇｆ／ｃｍ２～２３００ｇｆ／ｃｍ２、４００ｇｆ／
ｃｍ２～１７８０ｇｆ／ｃｍ２、４００ｇｆ／ｃｍ２～１２００ｇｆ／ｃｍ２、好ましく
は、５７０ｇｆ／ｃｍ２～１５７０ｇｆ／ｃｍ２、とくに好ましくは、７００ｇｆ／ｃｍ
２～１２００ｇｆ／ｃｍ２に調整することができる。
　本発明のチーズを低水分のパスタフィラータチーズ（水分５０％未満）とする場合は、
１０℃での硬度は、例えば、１５７０ｇｆ／ｃｍ２～５７２０ｇｆ／ｃｍ２、好ましくは
、２４２０ｇｆ／ｃｍ２～５４３０ｇｆ／ｃｍ２、さらに好ましくは、３４３０ｇｆ／ｃ
ｍ２～５１３０ｇｆ／ｃｍ２、とくに好ましくは、３５７０ｇｆ／ｃｍ２～５１３０ｇｆ
／ｃｍ２に調整することができる。
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【００２４】
　一般に、パスタフィラータチーズとは、その製造中において、パスタフィラータ（past
a filata）プロセスを必要とするチーズであり、パスタフィラータプロセスとは、適切な
ｐＨで、チーズカードを加熱しながら、大きな塊がなくなるまで捏ね上げて、物性が滑ら
かになるまで混練や展延することである。
　本発明におけるパスタフィラータチーズは、上記のパスタフィラータプロセスにおいて
、加熱と混練とを別の工程として行うことによって調製された新しいタイプのパスタフィ
ラータチーズである。
　本発明の高水分のパスタフィラータチーズの硬度は、６０℃で、好ましくは１００ｇｆ
／ｃｍ２～１０００ｇｆ／ｃｍ２、とくに好ましくは３００ｇｆ／ｃｍ２～８００ｇｆ／
ｃｍ２さらに好ましくは５００ｇｆ／ｃｍ２～８００ｇｆ／ｃｍ２である。
【００２５】
　一般に加熱方式は、外部加熱と内部加熱の２つに大別される。外部加熱とは、加熱対象
の外部から熱を加えるものであり、例えば、従来のチーズカードを加熱する際の熱水や水
蒸気による加熱方式が挙げられる。一方、内部加熱とは、電磁波エネルギーが加熱対象の
内部において熱エネルギーに変換されて、加熱対象の内部から昇温されるものであり、本
発明においては、内部加熱により、チーズカードの表面および内部が均一にムラなく昇温
される。
【００２６】
　本発明において、内部加熱として、ジュール加熱およびマイクロウエーブ加熱などが挙
げられるが、ジュール加熱が好ましい。例えば、ジュール加熱では、チーズカードに電気
を通電することにより、迅速、且つ、均一に加熱することができ、フレッシュ感およびミ
ルク感を向上させた、ナチュラルチーズを調製することができる。過度な加熱とならない
よう、その通電量（電力、電圧など）を適宜調節する。ここでいう、ジュール加熱とは、
通電加熱、オーミックヒーティングなどとも称されているが、対象物に電気を通電して均
一加熱する方法であれば、加熱方式の名称に関係なく、本発明でいう内部加熱に該当する
ことは言うまでもない。また、マイクロウエーブ加熱でも、フレッシュ感およびミルク感
を向上させた、弾力性があるナチュラルチーズを調製することができる。過度な加熱とな
らないよう、その出力などは適宜調節する。ここでいう、マイクロウエーブ加熱とは、電
磁加熱、電子レンジ加熱などとも称されているが、対象物にマイクロ波を当てて対象物質
を均一加熱する方法であれば、加熱方式の名称に関係なく、本発明でいう内部加熱に該当
することは言うまでもない。ただし、家庭用電子レンジは、均一に加熱できない場合もあ
るので好ましくない。
　また本発明の内部加熱としては、チーズカードを移動させながら内部加熱できる方式に
より、例えば、チーズカードをターンテーブルや移送管で移動させながら加熱することが
、より均一な加熱を可能にするので好ましい。
【００２７】
　本発明の内部加熱により、チーズカードは設定した所定の温度に均一に加熱される。本
発明においては、混練の必要がなくなる程度に均一に加熱されており、加熱されたチーズ
カードの任意の部位による最大温度差は、所定の温度に対して、例えば、±９℃、好まし
くは、±５℃、より好ましくは、±３℃、最も好ましくは、±０．５℃である。
【００２８】
　本発明において、チーズカードは、チーズカード単独で、または、チーズカードを液状
乳性食品と共に緩やかに加熱する。液状乳性食品と共に加熱した場合、チーズカードのフ
レッシュ感およびミルク感がさらに向上する。
　本発明において、チーズカードを加熱する温度は、とくに限定されないが、極度の焦げ
臭、および／または褐変化を防ぐように設定される。加熱されたチーズカードの温度とし
て、２０℃、２５℃、３０℃、３５℃、４０℃、４５℃、５０℃、５５℃および５７℃の
いずれか１つを下限値とし、１００℃、９５℃、９０℃、８５℃、８０℃、７５℃、７０
℃、６５℃、６３℃および６０℃のいずれか１つを上限値とする温度範囲であればよく、
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例えば、３０～１００℃、３５～９０℃、４０～８０℃、４５～７０℃、５０～６５℃、
５５～６５℃である。好ましくは、４５℃～６５℃であり、さらに好ましくは、５０～６
３℃であり、さらに好ましくは、５７～６３℃である。
【００２９】
　本発明において、液状乳性食品とは、乳成分が含まれている液状の食品、すなわち、乳
原料が含まれている液状の食品であれば、とくに限定されない。例えば、生乳、脱脂乳、
部分脱脂乳、脱塩脱脂乳、成分調整乳、ホエイ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、れん乳、クリーム
、乳原料由来のパーミエイト、還元乳、還元脱脂乳、還元ホエイなどが挙げられる。これ
らは１種類または２種類以上を組み合わせて用いることができる。また、加工された原料
（粉乳、バター、濃縮乳、れん乳、乳糖、乳清ミネラルなど）を改めて還元して液状化し
た還元乳も使用することができる。例えば、ナチュラルチーズの製造で排出されたホエイ
を液状乳性食品として、チーズカードと共に加熱し、混練することは、原料乳からの収率
の低下を抑制する点で有効である。
【００３０】
　本発明において、風味（例えば、熟成の風味など）や食感（例えば、クリーミーで、滑
らかな食感など）を調節するために、他のナチュラルチーズ（ナチュラルチーズを製造す
るためのチーズカードを含む）を添加（配合）することができる。例えば、本発明のチー
ズカードなどを混練する前に、他のナチュラルチーズを添加して共に混練する方法や、本
発明のチーズカードなどを混練した後に、他のナチュラルチーズを添加する方法などがあ
る。
【００３１】
　本発明のナチュラルチーズでは、塩分を調整することができる。このとき、塩分の調整
方法として、例えば、混練後のナチュラルチーズに食塩などを添加して加塩する方法、前
記の液状乳性食品に加塩して混練すると同時に加塩する方法、混練後の弾力性があるナチ
ュラルチーズを塩水に浸漬する方法などがあるが、どの工程においても塩分を調整するこ
とができる。
【００３２】
　本発明のナチュラルチーズでは、例えば、フレッシュモッツァレラのように、公知の保
存液に浸漬した状態で保存をしてもよい。このとき、その保存性が確保できれば、その保
存液は特に制限されない。なお、公知の保存液として、塩化ナトリウム、塩化カルシウム
などを添加した水（塩水）が代表的であるが、その他の原料も添加することができる。
【００３３】
　本発明のナチュラルチーズでは、従来のパスタフィラータチーズと比べて、フレッシュ
感およびミルク感が向上しているため、そのまま食することができる。また、本発明の弾
力性があるナチュラルチーズでは、従来のパスタフィラータチーズと比べて、様々な料理
やデザートなどの素材として加工したときに、その料理やデザートにもフレッシュ感およ
びミルク感を付与することができる。したがって、本発明のナチュラルチーズでは、その
後の加工などは特に制限されない。
【００３４】
　本発明のナチュラルチーズには、本発明の効果が損なわれない限り、その製造工程にお
いて、本発明で規定していない新たな工程を任意に付加することができる。
　本発明のナチュラルチーズには、本発明の効果が損なわれない限り、本発明で規定して
いない食品原料および／または食品添加物を任意に添加することができる。
【００３５】
　以下では、例を挙げて、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、これにより限定
されるものではない。
【００３６】
［例１］バッチ式ジュール加熱装置による内部加熱試験
　一般的なナチュラルチーズの製造方法に準じて、殺菌して３３℃まで冷却した原料乳に
乳酸（１０％乳酸）を添加してｐＨ５．５まで調整し、その後に調整した原料乳にレンネ
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ット（ＲＥＮＣＯ社製（ニュージーランド））を４６ｐｐｍとなるよう添加した。レンネ
ットを添加した原料乳を４０分間静置してチーズカードを形成させ、チーズカードを７ｍ
ｍの立方体にカッティングしてから再び３０分間の静置をした。その後、ホエイを排出し
、チーズカードを得た。得られたチーズカードを、排出したホエイと共に、混練せずに静
置した状態で、電極リングと絶縁パイプを備えたバッチ式ジュール加熱装置（ｅｍｍｅｐ
ｉｅｍｍｅ社製）で、電極リング間に電圧を２００～４００Ｖの範囲で印加しながら、ジ
ュール加熱（通電）を行い、所定の温度まで上昇するのに達した時間を計測した。ここで
、温度は、加熱中に温度計を用いてカード（中心）とホエイの代表的な値を同時に測定し
ている。結果を表１および図１に示す。
【００３７】
【表１】

【００３８】
　チーズカードもホエイも、ジュール加熱によって、ほとんど同じ傾向で昇温していくこ
とが明らかとなった。加熱開始から同じ時間で比較すると、チーズカードとホエイの温度
差は１～２℃程度となっていた。
【００３９】
　従来のパスタフィラータチーズは、７０～８０℃の熱水を用いてカードを６０℃程度に
昇温させるため、カードの中心と表面での温度を均一にするために、加熱と同時に混練工
程が必須となる。またチーズカードは、５７℃以上の高温に長い時間さらされると脂肪が
遊離するため強い混練を与えて混ぜる必要があった。一方、本発明の方法では、内部加熱
方式を採用することにより、チーズカード全体が温度ムラなく均一に昇温するため、部分
的にでさえ、高温に曝されることがなく、チーズカードから脂肪などが溶出することを最
小限にとどめることができ、乳風味の強い製品を製造することができることが確認された
。
【００４０】
　また本発明の方法では、チーズカードとホエイとの間に、温度ムラがないために、温度
を均一にするための混練工程（加熱と同時の混練工程）が不要であることが確認できた。
したがって、本発明の製造方法では、混練工程を加熱と同時に行う必要がなく、混練工程
と加熱工程とに完全に分けて行うことができ、例えば、カードとホエイを均一に昇温させ
た後に混練を行うなど、必要に応じて製造工程を自由に設計することが可能である。
【００４１】
［例２］連続式ジュール加熱装置による内部加熱試験
　生乳にクリームを混合して全固形分中の乳脂肪分の割合を４０．５重量％に調整した原
料乳７２０ｋｇを６３℃で３０分間殺菌し、冷却した。次いで、３０℃に調整した原料乳
にグルコノデルタラクトンを０．７重量％およびレンネット（ＭＲＳ（名糖産業社製））
を３５ｐｐｍとなるよう添加した。レンネットを添加した原料乳を４０分間静置してチー
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ズカードを形成させ、チーズカードを３０ｍｍの立方体状にカッティングしてから再びｐ
Ｈ５．４に到達するまで静置した。その後、ホエイを排出し、チーズカードを得た。得ら
れたチーズカードを、排出したホエイと共に、連続式ジュール加熱装置（ｅｍｍｅｐｉｅ
ｍｍｅ社製）へ送液し、ジュール加熱（通電）を行い、所定の温度まで昇温させた。温度
はジュール加熱部出口に設置した温度計を用いてホエイの温度を連続的に測定した。チー
ズカードの温度は、バッチ式ジュール加熱装置でジュール加熱した際と同様にホエイの温
度よりも約１℃低かったが、均一に昇温されていることが確認された。
【００４２】
　連続式ジュール加熱装置の概要図を図２に示す。ホッパーに投入されたチーズカードは
、ポンプを介して管状加熱部に移送され、ジュール加熱される。また該加熱装置は、管状
加熱部の出口に温度計を備えており、加熱後のチーズカードの温度を測定することができ
る。
　連続式ジュール加熱装置における送液量を２４０Ｌ／ｈとした際のチーズカードのジュ
ール加熱出口温度を図３に示す。図３に示すとおり、ジュール加熱後のチーズカードの温
度は均一であり、所定の温度に対し、おおよそ±０．５℃で温度制御できることが確認さ
れた。
【００４３】
　さらに、ジュール加熱装置での送液流量および使用したジュール加熱部（管状加熱部）
のセクション数（管状加熱部の本数）を変更して目標温度５７～６３℃に加熱した結果を
表２に示す。連続式ジュール加熱装置を用いることで、７５秒という短時間で目標温度に
昇温可能であることが確認された。
【００４４】
【表２】

【００４５】
　また、２４０Ｌ／ｈの場合も４００Ｌ／ｈの場合も、チーズカードに温度ムラがなくほ
ぼ一定の温度差の範囲内に制御可能であった。また、５０℃、６０℃および７０℃のそれ
ぞれの設定温度でジュール加熱を行った場合、いずれの温度でも、ほぼ一定の温度差の範
囲内に制御可能であった。したがって、チーズカードを加熱する温度域において、流量を
変化させても連続的にチーズカードを均一に加熱し続けることが可能であり、本発明のチ
ーズが工業的に大量生産することが可能であることが確認された。
【００４６】
［例３］混練によるカード硬度の調整（高水分チーズ用カード）
　ジュール加熱後の高水分チーズ用カードをバッチ式ニーダーで混練した時のカード硬度
の変化を調べた。
　カード硬度の測定には、レオテック社のレオメータＲＴＣ－３００２Ｄ－Ｃを用いた。
具体的には、試料となるチーズカードを６０℃に保持した直径４８ｍｍ×深さ５０ｍｍの
恒温槽に１００ｇ投入し、十字状の特殊プランジャーを恒温槽開口部より５ｍｍ内側の位
置から垂直に３０ｍｍ針入させて加重をかけ、その時の負荷を計測した。
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測定条件：温度６０℃、縦３０ｍｍ×横４５ｍｍ×幅（厚み）１ｍｍの２つの直方体を中
心で重ね十字状に組み合わせた十字状プランジャー、テーブル上昇速度：３０ｃｍ／分。
【００４７】
　例２に記載と同様にジュール加熱したチーズカード９ｋｇを田中テック社の小型バッチ
式ニーダーＬＤＳ－５０に取り、低速（２０Ｈｚ）で混練した場合と、高速（４０Ｈｚ）
で混練した場合とのそれぞれの硬度（６０℃）を経時的に測定した。測定結果を図４に示
す。同図に示すとおり、高速および低速のいずれの場合も、チーズカードの硬度は混練開
始から２分ほどで一気に上昇していることが分かる。また、本バッチ式ニーダーで、回転
速度や時間を調整することで硬度１００ｇｆ／ｃｍ２～１０００ｇｆ／ｃｍ２の調整が可
能であることを確認した。
【００４８】
　従来の加熱方法であるパスタフィラータでは、チーズカードでは熱水混練後、６０℃の
温度条件で、既に１０００ｇｆ／ｃｍ２以上の硬度に達しており、１００ｇｆ／ｃｍ２～
１０００ｇｆ／ｃｍ２程度の硬度の低いチーズカードを大量生産することは事実上不可能
であることを確認した。
【００４９】
［例４］混練によるカード硬度の調整（低水分チーズ用カード）
　ジュール加熱後の低水分チーズ用カードをバッチ式ニーダーで混練した時のカード硬度
の変化を調べた。
　カード硬度の測定には、レオテック社のレオメータＲＴＣ－３００２Ｄ－Ｃを用いた。
具体的には、試料となるチーズカードを６０℃に保持した直径４８ｍｍ×深さ５０ｍｍの
恒温槽に１００ｇ投入し、十字状の特殊プランジャーを恒温槽開口部より５ｍｍ内側の位
置から垂直に３０ｍｍ針入させて加重をかけ、その時の負荷を計測した。
測定条件：温度６０℃、縦３０ｍｍ×横４５ｍｍ×幅（厚み）１ｍｍの２つの直方体を中
心で重ね十字状に組み合わせた十字状プランジャー、テーブル上昇速度：３０ｃｍ／分。
【００５０】
　下記製造例３に記載と同様にジュール加熱したチーズカード７ｋｇを田中テック社の小
型バッチ式ニーダーＬＤＳ－５０に取り、高速（４０Ｈｚ）で混練した場合の硬度（６０
℃）を経時的に測定した。測定結果を図５に示す。同図に示すとおり、チーズカードの硬
度は混練開始直後に一旦減少し、その後は混練時間に比例して上昇していることが分かる
。また、本バッチ式ニーダーで、回転速度や時間を調整することで硬度１００ｇｆ／ｃｍ
２～３０００ｇｆ／ｃｍ２の調整が可能であることを確認した。
【００５１】
［製造例１］ジュール加熱による高水分のパスタフィラータチーズの調製
　生乳にクリームを混合して全固形分中の乳脂肪分の割合を４０．５重量％に調整した原
料乳７ｋｇを６３℃で３０分間殺菌し、冷却した。原料乳を５℃以下に冷却保持しながら
、乳酸（１０％乳酸）を添加してｐＨ５．５まで調整し、その後に調整した原料乳にレン
ネット（ＲＥＮＣＯ社製（ニュージーランド））を４６ｐｐｍとなるよう添加した。レン
ネットを添加した原料乳を４０分間静置してチーズカードを形成させ、チーズカードを７
ｍｍの立方体にカッティングしてから再び３０分間の静置をした。その後、ホエイを排出
し、チーズカードを得た。得られたチーズカードを、排出したホエイと共に、電極リング
と絶縁パイプを備えたジュール加熱装置（ｅｍｍｅｐｉｅｍｍｅ社製）で、電極リング間
に電圧を２００～４００Ｖの範囲で印加しながら、チーズカードの温度を３３℃から５７
℃まで昇温させ、一般的なパスタフィラータチーズの製法で採用されている混練処理をし
、パスタフィラータチーズを調製した。混練したパスタフィラータチーズに、塩分濃度が
０．６重量％となるように乾塩を混ぜ込み、丸型に成形した。成形されたパスタフィラー
タチーズを、チーズ重量あたり等量の０．５重量％塩化ナトリウムの保存液に入れ、冷蔵
保存した。得られたパスタフィラータチーズの外観は良好であった。
【００５２】
［製造例２］マイクロウエーブ加熱による高水分のパスタフィラータチーズの調製
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　生乳にクリームを混合して全固形分中の乳脂肪分の割合を４０．５重量％に調整した原
料乳７ｋｇを６３℃で３０分間殺菌し、冷却した。原料乳を５℃以下に冷却保持しながら
、乳酸（１０％乳酸）を添加してｐＨ５．５まで調整し、その後に調整した原料乳にレン
ネット（ＲＥＮＣＯ社製（ニュージーランド））を４６ｐｐｍとなるよう添加した。レン
ネットを添加した原料乳を４０分間静置してチーズカードを形成させ、チーズカードを７
ｍｍの立方体にカッティングしてから再び３０分間の静置をした。その後、ホエイを排出
し、チーズカードを得た。得られたチーズカードを、排出したホエイと共に、出力５００
Ｗの電子レンジ（東芝社製）による加熱をして、チーズカードの温度を３３℃から５７℃
まで昇温させ、一般的なパスタフィラータチーズの製法で採用されている混練処理をし、
パスタフィラータチーズを調製した。混練したパスタフィラータチーズに、塩分濃度が０
．６重量％となるように乾塩を混ぜ込み、丸型に成形した。成形されたパスタフィラータ
チーズを、チーズ重量あたり等量の０．５重量％塩化ナトリウムの保存液に入れ、冷蔵保
存した。得られたパスタフィラータチーズの外観は良好であった。
【００５３】
［製造例３］ジュール加熱による低水分のパスタフィラータチーズの調製
　生乳にクリームを混合して全固形分中の乳脂肪分の割合を３２．０重量％に調整した原
料乳７ｋｇを６３℃で３０分間殺菌し、冷却した。次いで、３０℃に調整した原料乳に塩
化カルシウム・２水和物を０．０３重量％、グルコノデルタラクトンを０．７重量％およ
びレンネット（ＭＲＳ（名糖産業社製））を３５ｐｐｍとなるよう添加した。レンネット
を添加した原料乳を１５分間静置してチーズカードを形成させ、チーズカードを５ｍｍの
立方体状にカッティングした。３０分間静置後に撹拌を行いながら３５℃まで加温し、チ
ーズカードからのホエイ排出を促した。ｐＨ５．４に到達後、ホエイを排出し、チーズカ
ードを得た。得られたチーズカードを、排出したホエイと共に、電極リングと絶縁パイプ
を備えたバッチ式ジュール加熱装置（ｅｍｍｅｐｉｅｍｍｅ社製）で、電極リング間に電
圧を２００～４００Ｖの範囲で印加しながら、チーズカード温度を３５℃から６０℃まで
昇温させた。ジュール加熱したチーズカード５００ｇ、ホエイ２００ｇ、乾塩１０ｇを卓
上バッチニーダー（入江商会社製）に投入して２８ｒｐｍで９０秒間混練し、低水分のパ
スラフィラータチーズを調整した。丸型に成形後、真空包装し、冷蔵保存した。得られた
低水分のパスラフィラータチーズの外観は良好であった。
【００５４】
［比較例１］温水加熱による高水分のパスラフィラータチーズの調製
　生乳にクリームを混合して全固形分中の乳脂肪分の割合を４０．５重量％に調整した原
料乳７ｋｇを６３℃で３０分間殺菌し、冷却した。原料乳を５℃以下に冷却保持しながら
、乳酸（１０％乳酸）を添加してｐＨ５．５まで調整し、その後に調整した原料乳にレン
ネット（ＲＥＮＣＯ社製（ニュージーランド））を４６ｐｐｍとなるよう添加した。レン
ネットを添加した原料乳を４０分間静置してチーズカードを形成させ、チーズカードを７
ｍｍの立方体にカッティングしてから再び３０分間の静置をした。その後、ホエイを排出
し、チーズカードを得た。得られたチーズカードを、８５℃の温水の中で、チーズカード
の温度を３３℃から５７℃まで昇温させ、一般的なパスラフィラータチーズの製法で採用
されている混練処理をし、パスラフィラータチーズを調製した。混練したパスラフィラー
タチーズに、塩分濃度が０．６重量％となるように乾塩を混ぜ込み、丸型に成形した。成
形されたパスラフィラータチーズを、チーズ重量あたり当量の０．５重量％塩化ナトリウ
ムの保存液に入れ、冷蔵保存した。得られたパスラフィラータチーズの外観は良好であっ
た。
【００５５】
［比較例２］温水加熱による低水分のパスラフィラータチーズの調製
　生乳にクリームを混合して全固形分中の乳脂肪分の割合を３２．０重量％に調整した原
料乳７ｋｇを６３℃で３０分間殺菌し、冷却した。次いで、３０℃に調整した原料乳に塩
化カルシウム・２水和物を０．０３重量％、グルコノデルタラクトンを０．７重量％およ
びレンネット（ＭＲＳ（名糖産業社製））を３５ｐｐｍとなるよう添加した。レンネット
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を添加した原料乳を１５分間静置してチーズカードを形成させ、チーズカードを５ｍｍの
立方体状にカッティングした。３０分間静置後、撹拌を行いながら３５℃まで加温し、チ
ーズカードからのホエイ排出を促した。ｐＨ５．４に到達後、ホエイを排出し、チーズカ
ードを得た。得られたチーズカード３５０ｇおよび８５℃の温水３５０ｇを卓上バッチニ
ーダー（入江商会社製）に投入して２８ｒｐｍで９０秒間混練後、温水を排出して再度８
５℃の温水３５０ｇを卓上バッチニーダーに投入し、９０秒間混練した。再度、温水を排
出して８５℃の温水および乾塩１０ｇを卓上バッチニーダーに投入し、２８ｒｐｍで９０
秒間の混練を行い、低水分のパスラフィラータチーズを調製した。丸型に成形後、真空包
装して冷蔵保存した。得られた低水分のパスラフィラータチーズの外観は良好であった。
【００５６】
［官能評価試験］
　製造例１～３並びに比較例１および２について、専門パネラーの５名で、各パスタフィ
ラータチーズの官能評価を実施した。この官能評価では、ミルク風味、食感を評価の項目
とし、「５、４、３、２、１」の５段階で評価の程度を表現した。ここでいう、ミルク風
味とは、口に含んだミルクの風味（香味や呈味など）の強さを意味し、評価５が「極めて
良好」、評価４が「良好」、評価３が「製品として許容できるレベル」、評価２が「不良
」、評価１が「極めて不良」を意味する。食感はパスタフィラータチーズとしての適当な
食感を意味し、評価５が「極めて良好」、評価４が「良好」、評価３が「製品として許容
できるレベル」、評価２が「不良」、評価１が「極めて不良」を意味する。これらの各パ
スタフィラータチーズの官能評価における専門パネラーの５名の平均値を表３に示した。
なお、この官能評価は、冷蔵保存の開始から４日後に実施した。
【００５７】
【表３】

【００５８】
　表３より、ミルク風味の評価の項目においては、その平均値は、製造例１では４．４、
製造例２では４．２、製造例３では４．４、比較例１では３．０、比較例２では３．０で
あった。製造例１、製造例２および製造例３は、比較例１および２よりもミルク感の強い
フレッシュなチーズであることがわかった。また、表３より、食感の項目においては、そ
の平均値は、製造例１では４．０、製造例２では３．８、製造例３では４．４、比較例１
では４．２、比較例２では４．０であった。製造例１、製造例２、製造例３、比較例１、
比較例２は弾力性のあるチーズとして同等の食感であることがわかった。
【００５９】
　官能評価試験の結果から、チーズカードをホエイ中で加熱混練した場合、水中で加熱混
練した場合よりも、ミルク感の強いフレッシュな高水分のパスタフィラータチーズや低水
分のパスタフィラータチーズを調製できることが明らかとなった。かかる結果は、本発明
の加熱と混練とが別工程のナチュラルチーズの製造方法においても、ホエイ中で加熱する
ことによって、よりミルク感が強く、フレッシュなナチュラルチーズが製造できることが
予測される。
【００６０】
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［例５］チーズの硬度試験
　本発明のチーズ（製造例１および３）および市販のチーズの硬度を測定した。測定には
、ＦＵＤＯＨレオメータＲＴＣ－３００２Ｄ－Ｃ（株式会社レオテック社製）を用いた。
　各チーズの温度を１０℃に調整し、１５ｍｍの厚さに切断したものを試料とし、試料に
直径３ｍｍの丸棒型プランジャーを１５ｃｍ／分の速度で１０ｍｍ針入した時の負荷（硬
度）および最大応力を測定し、硬さの指標とした。
　結果を表４および５に示す。
【００６１】
【表４】

【００６２】
【表５】

【００６３】
　表４および表５に示されるように、本発明のチーズ製品の硬度は自在に調整することが
できた。とくに、製造例１は、従来にない柔らかさを有するパスタフィラータチーズ製品
であることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明によれば、ナチュラルチーズを製造する方法において、チーズカードを内部加熱
方式により加熱することによって、加熱工程と混練工程とを完全に分離することができ、
必要に応じて製造工程を自由に設計することが可能である。また本発明によれば、従来法
においては製造できない柔らかなパスタフィラータチーズなどの全く新しいチーズ製品を
提供することができる。
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